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平成20年度診療報酬改定の結実検証に係る特別調査（平成21年度調査）  

後発医薬品の使用状況調査 結果概要（速報）  

4．調査項目  

主な調査項旧  

○薬局の概要  

・組織形態、職員数  

・調剤基本料の種類、基準調剤加算の有無、後発医薬品調剤体制加算   

の有無、後発医薬品調剤率  

○処方せんの受付状況等（lか月間）  

・処方せん発行医療機関数、後発医薬品への変更不可欄に処方医の署   

名等が9割以上ある機関数、先発医薬品・後発医薬品を銘柄指定し   

ている機関数、lか月間に受け付けた処方せん枚数等  

○取り扱い処方せん枚数の内訳（1週間）  

・取り扱い処方せん枚数、1品目でも後発医薬品を調剤した処方せん   

枚数、後発医薬品への変更不可欄に処方医の署名等がない処方せん   

枚数等  

・後発医薬品への変更不可欄に処方医の署名等がある処方せん枚数、   

処方せん内容の一部について変更不可としている処方せん枚数等  

○後発医薬品への対応状況等  

・後発医薬品の調剤に関する考え、後発医薬品の調剤に積極的に取り   

組んでいない場合の理由、後発医薬品の品質保証方法についての認  

知度  

・後発医薬品の説明を行った患者の割合、説明をしなかった理由、後   

発医薬品の説明を行った患者のうち後発医薬品の使用を希望しな  

かった患者の割合等  

・後発医薬品の説明と一般的服薬指導の合計時間等  

・医薬品・後発医薬品の備蓄状況の変化、薬局で取り扱っている後発  

医薬品の採用理由等  

○ジェネリソク医薬品希望カードの認知度等  

・ジェネリック医薬品希望カードの認知度、提示された経験の有無、   

提示されて後発医薬品に変更調剤した患者の割合等  

・患者が後発医薬品を頼みやすくなるための⊥夫等  

○後発医薬品使用についての考えや今後の課題等  

・後発医薬品使用についての考え  

・後発医薬品使用を進めるための課題  

○薬剤料の変化 ・処方せんの記載銘柄に基づき調剤した場合の薬剤料及び実際に調   
剤した薬剤料等   

（1）保険薬局調査  

1．目的  

・保険薬局における「後発医薬品への変更不可」とされた処方せんの受付状況等の把握  

・医療機関における処方せん交付時の状況等の把握  

・患者における後発医薬品に対する意識等の把握  

2．調査対象  

・本調査では、「保険薬局調査」「診療所調査」「病院調査」「医師調査」r患者調査」の5つ   

の調査を実施した。各調査の対象は、次のとおりである。  

・保険薬局調査：全国の保険薬局の中から無作為に抽出した1，0（粕施設。  

・診療所調査：全国の一般診療所の中から無作為に抽出した2，∝氾施設。  

・病院調査：全国の病院の中から無作為に抽出したl，000施設。  

・医師調査：上記「病院調査」の対象施設に勤務する、診療科の異なる2名の医師。  

・患者調査：上記「保険薬局調査」の対象施設に調査日に来局した患者。ただし、1施設に  

つき最大4名の患者とした。  

3．調査方法  

・対象施設・医師・患者が記入する自記式調査票の郵送配布■回収とした。  

・保険薬局調査については、施設属性、処方せん枚数等を尋ねる「様式1」と、実際に調剤   

した薬剤料を尋ねる「様式2」の2種類の調査票を配布した。  

・診療所調査については、施設の概況や院外処方せんの発行状況、後発医薬品の使用状況   

と使用に関する意識、後発医薬品を使用する上での課題等を尋ねる「診療所票」を配布   

した。  

・病院調査については、施設の概況や院外処方せんの発行状況、入院患者に対する後発医   

薬品の使用状況、後発医薬品を使用する上での課題を尋ねる「病院栗」を配布した。  

・医師調査については、医師に後発医薬品の使用状況と使用に関する意識等を尋ねる「医   

師票」を配布した。配布に際しては、上記の病院調査の対象施設を通じて行った。  

・患者調査については、患者に後発医薬品の使用に対する意識等を尋ねる「患者票」を上   

記†呆険薬局調査の対象施設を通じて行った。  

・医師調査及び患者調査の回収は、各医師及び患者から直接事務局宛の返信用専用封筒に   

て直接回収した。  

・調査実施時期は平成21年7月～平成21年8月。  



（2）病院調査  ○施設の概要  

・開設者、病院種別、DPCの対応状況、特定入院料の状況、許可病   

床数、医師数・薬剤師数  

・オーダリングシステムの導入状況  

・lか月間の外来延べ患者数、lか月間の外来診療英日数、平均在院   

患者数  

○後発医薬品の備蓄品目数等  

・医薬品備蓄品目数、後発医薬品の備蓄品目数  

・採用医薬品リストの薬剤師会等への提供状況  

・】年前と比較した後発医薬品の供給体制の変化  

○外来患者に対する後発医薬品の使用状況等  

・院内投薬及び院外処方における後発医薬品の使用状況  

・院外処方せんを発行している診療科、院外処方せん発行枚数、後発   

医薬品を銘柄指定した処方せんまたは変更不可欄に署名等をしな   

かった処方せんの割合等  

○入院患者に対する後発医薬品の使用状況等  

・入院患者に対する後発医薬品の使用状況、後発医薬品を積極的に使   

用しない募合の理由  

・後発医薬品を使用して生じた問題点  

・後発医薬品の使用を進める上で必要な対応等  

○ジュネリック医薬品希望カード等  

・患者が後発医薬品を頼みやすくなるための工夫等  

○後発医薬品使用についての課題等  

・後発医薬品の使用についての課題等  

○ジュネリッタ医薬品希望カードの認知度等  

・ジェネリッタ医薬品希望カードの認知度、提示された経験の有無、   

提示されて後発医薬品を処方した患者の割合等  

○後発医薬品使用についての考え  

・後発医薬品の承認に関する認知度  

・後発医薬品の処方を進める上で望まれる対応  

○今後の課穎等  

・後発医薬品の使用を進める上での課題 等  

（心．診療所調査  ○回答者の属性等  

・性別、年齢、担当診療科等  

○施設の概要  

・所在地、開設者、種別、許可病床数、主たる診療科、医師数・薬剤  

師数  

・オーダリングシステムの導入状況  

・1か月間の外来延べ患者数、1か月間の外来診療美田数、平均在院  

患者数  

○後発医薬品の備蓄品目数等  

・医薬品備蓄品目数、後発医薬品の備蓄品目数  

・採用医薬品リストの薬剤師会等への提供状況  

・1年前と比較した後発医薬品の供給体制の変化  

○外来患者に対する後発医薬品の使用状況等  

・院外処方せん発行の有無  

・後発医薬品の処方に関する意識、処方しない場合の理由  

・1年前と比較した後発医薬品の処方状況  

・後発医薬品への変更不可肌こ署名した処方せん発行の有無、割合、  

その理由等  

・一部の医薬品についてのみ後発医薬品への変更不可と記載した処   

方せんの発行経験の有無、理由、その理由  

・後発医薬品に関心のある患者の割合、1年前との比較  

・後発医薬品を銘柄指定した院外処方せん枚数の割合  

・保険薬局で後発医薬品に変更した場合の情報提供の有無、望ましい   

情報提供について  

○入院患者に対する後発医薬品の使用状況等  

・入院患者に対する後発医薬品の使用状況、後発医薬品を積極的に使   

用しない場合の理由  

・後発医薬品を使用して生じた問題点  

○属性等  

・性別、年齢、担当診療科、1日あたり外来診察患者数  

○外来患者に対する後発医薬品の使用状況等  

・後発医薬品の処方に関する意識、処方しない場合の理由  

・1年前と比較した後発医薬品の処方状況  

■ 後発医薬品への変更不可欄に署名した処方せん発行の有無、割合、   

その理由等  

・一部の医薬品についてのみ後発医薬品への変更不可と記載した処   

方せんの発行経験の有無、理由、その理由  

・後発医薬品に関心のある患者の割合、1年前との比較  

・後発医薬品を銘柄指定した院外処方せん枚数の割合  

・保険薬局で後発医薬品に変更した場合の情報提供の有無、望ましい   

情報提供について  後発医薬品の使用を進める上で必要な対応等   
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○ジュネリック医薬品希望カードの認知度等  

・ジェネリッタ医薬品希望カードの認知度、提示された経験の有無、   

提示されて後発医薬品を処方した患者の割合等  

・患者が後発医薬品を頼みやすくなるための工夫  

○後発医薬品使用についての考え  

・後発医薬品の承認に関する認知度  

・後発医薬品の処方を進める上で望まれる対応  

○後発医薬品使用についての設題等  

・後発医薬品使用についての課題等  

5．籍果概要  

（1）回収の状況  

図表1回収の状況   

（5）患者調査  ○属性等  

t 性別、年齢  

・診察を受けた診療科、薬局への来局頻度、かかりつけ薬局の有無、   

加入している健康保険の種類  

○後発医薬品の使用に対する意識等  

・後発医薬品の認知度  

・医師や薬剤師からの後発医薬品についての説明の有無  

・後発医薬品処方を申し出た経験の有無、申し出のしやすさ  

・後発医薬品処方の申し出をしやすくするために望まれること  

・ジェネリック医薬品希望カードの謙知度、保有の有無、入手先、効   

果、利用経験、利用意向  

・後発医薬品の使用経験の有無  

・後発医薬品に対する満足度、窓口での薬代の負担感  

・後発医薬品の使用意向  

・後発医薬品を使用する上で必要なこと  

・後発医薬品を使用するとでの要望等  



2）輯員数  （2）保険薬局調査の概要   

【調査対象等】  
図表4 薬剤師の随員数（常勤換算）  

0ヽ  20ヽ  10ヽ  60ヽ  80ヽ  tOOl  

○調査票 様式l   

調査対象：全国の保険薬局の中から無作為に抽出した保険薬局   

回答数：5る6施設   

回答者：管理者  

○調査票 様式2   

処方せん枚数：5，964枚（339薬局分）  

図表5 その他（事務鞍鼻等）の韓員数（常勤換算）  

0ち  20ヽ  48ヽ  60t  8肪  100ヽ  

①薬局の属性  

り 組織形態  

国表2 組織形態（法人・個人別）（∩＝566）  

司  

3）調剤の状況等  

国表6 調剤基本料  

Dt  2仇  ヰOt  60ヽ  80t  100t  

図表3 法人薬局の内訳（∩＝490）  

0ヽ  20ヽ  ヰ0ヽ  6肌  80t  l00l  

■讃剤基本凋（40点）ロ調剤基本料（†さ点）ロ無回答  

図表7 基準調剤加算  

Ot  2Clt  401  6肪  80t  lOOヽ  

■株式会社8有限会社田舎黄金杜8合名会社□その他ロー回書  

■基準調剤加算1（10点）□基準調剤加算2（30点）日算宜していない□無回答   



図表10 後発医薬品調剤串にみた薬局数の分布（平成20年7月及び平成21年了月、n＝500）  

0ヽ  10ヽ  2仇  ユ○ヽ  101  5（h   

図表8 後発医凛品詞剤体制加算の算定状況  

0ヽ  ～0ヽ  10ヽ  60ヽ  80ヽ  100l  

川                                                    、  
1仇未満  

1肌以上2肌未虞  

2仇以上3仇未満  

3仇以上ヰ肌未満  

40ヽ以上5仇未満  

5仇以上6仇未満  

6肌以上70ヽ未満  

一肌以上8仇未満  

8仇以上9仇未満  

9仇以上  

図表9 後発医薬品訴刑率（∩＝500）  

（単位：％）  

平成21年  平成20年  

平均値  標準偏差  中央値  平均値  標準偏差  中央値   

1月   44．2   15．8   42．5   39，8   17．（〉   37．2   

2月   43．4   15．4   41．3   40．3   17．3   37．7   

3月   42．7   15．4   40．3   40．2   17・0   37．3   

4月   42．5   15．2   40．9   41．5  l   16．1   39．5   

5月   42．6   15．2   40．4   4l．6   15．9   39．2   

6月   42．4   15．2   40．3   4l．3   15．7   38．9   

7月   42．6   15．l   40．3   4l．2   15．g   3＄．7   

両亮占嘉  
∃8平成21年了  

※各月全てに回答があった500施設を対象とした。  

※各月全てに回答があった500施設を対象とした。  

tO   



②取り扱い処方せんの状況（平成21年7月21日－27日）  

1）取り扱い処方せん枚数  

図表15 取り扱い処方せん枚数（372薬局分）  

4）処方せん発行医療機関（平成21年7月）  

図表11処方せん発行医療機関数  

医療機関種別  
埠 

病院  【般診■所  歯科診女所   

処方せん発行医療機関数（A）  11．84   27．12   l．75   40．72  

（うち）「変更不可j肌こ処方医の署名等が  
9盲り以上ある機関数（施設）（B）  2．Ol   4．3さ   0．14   ‘．53  

（うち）主として先発医薬品  

を銘柄指定している機関数（施設）   
l．73   3．42   0．13   5．27  

（うち）主として後発医薬品  
を銘柄指定している機関数（施設）   0．25   0．81   0．01   1．0古   

処方せん枚数（枚）  433．l   972．0   14．5  1419．5   

「変更不可」欄に処方医の署名等が  
9割以上ある医療機関数の割合（B／A）（％）  17．0％   16．1％   7．別格   l‘．0％   

薬局数  443   

γ月21日一打日の  
取り扱い処方せん枚数 

枚数く枚）  割合  

①すべての取り扱い処方せん  13乙045  100．0％  

②①のうち、1品目でも後発医薬品を調剤した処方せん  55，792   42．3％  

③（かのうち、r後発医薬品（ジェネリック医薬品）への変更がすべて不可J‡一に処     90，5】l   
方医の書名等がない処方せん  

朗．5％  

④③のうち、1品目でも先発医薬品を後発医薬品に変更した処方せん（初  
4，9‘5   3．8％  

む）  

⑤④のうち、後発医薬品情報捷供料を算定した処方せん  992   0．8％  

⑥④のうち、後発医薬品分割碑剤加井を算定した処方せん  61   0．0％  

⑦③のうち、今回は、先発医薬品を後発医薬品に変更しなかったが、以前  
2，I49   l．‘％  

該後発医薬品の銘柄処方に切り替えた処方せん  

⑧③のうち、1品目でも後発医薬品を他の後発医薬品に変更した処方せん    370   0，3％  

⑨③のうち、処方せんに記畿された三雲三旦先発医薬品について後発医  
10，107   7．7％  

せん  

⑩③のうち、後発医薬品のみが記載された処方せん（上記⑦に該当するも    3，6さ9   
のを除く。）  

2．8％  

（診③のうち、「後発医薬品についての説明」※1を行ったにもかかわらず、  

9，‘58   7．3％  

も後発品への変更をしなかった場合を含む）  

③のうち、以下の理由により、後発医薬品に変更できなかった先発医薬品が1品目でもある処方せん  

】4，O15   IO．6％  

⑬⑫のうち、薬価収載されていなかったため   8，冥〉1   6．7％  

⑯⑫のうち、在膚として備蓄していなかったため   6，036   4．‘％  

⑮先発医薬品の刑形（ただし、OD錠除く）に対応した後発医薬品がな   4，03さ   1．1％  

⑯⑬のうち、薬価収載されていなかったため   1ユユユ   l．7％  

⑰⑬のうち、在庫として備蓄していなかったため   l，867   l．4％  

⑱先発医薬品の剤形がOD錠であり、それに対応した後発医薬品がな   706   
かったため  0．5％  

⑩⑩のうち、薬価収載されていなかったため   Z54   0．2％  

⑳⑩のうち、在庫として備蓄していなかったため   411   0．3％  

⑳①のうち、「後発医薬品（ジェネリック医薬品）への変更がすべて不可j欄に処     41，534   
方医の署名等がある処方せん  

31．5％  

⑳ ⑳のうち、後発医薬品を銘柄措定している処方せん  】8，ユ72   1二I．さ％  

⑳（かのうち、処方せん内容の一矧こついて変更不可としている処方せん  Z，ヱ94   1．7％  

⑳ ⑳のうち、一部先発医薬品について変更不可としている処方せん  1，815   1．4％  

⑳ ⑳のうち、一部後発医薬品について変更不可としている処方せん  865   0．7％   

※すべての項目に回答のあった施設を対虐に集計した。  

国表12 処方せん枚数が最も多い1医療機関の処方せん枚数（n＝525）  

標準傭差  

処方せん発行枚数（枚）   

※処方せん枚数について回答のあった施設を対秦に集計した。  

国表13 特定の保険医療機周lこ係る処方せん割合（最も多いもの）  

Ot  20t  40ヽ  601  80ヽ  10仇  

■0－10％以下ロ10ヽ超－30～以下日30ヽ超－50ヽ以下□50％超－70別以下臼70ヽ超  

図表14 半径20伽】以内にある医療機関数（n＝549）  

標準偏差  

半径200m以内にある医療捜関数（件）  

■「後発医薬品についての説明」とは   
後発医薬品と先発医薬品とが同等であること（例えば、品質、安定性、生物学的同等性試験結果専）の説   

明に加え、患者の処方せんにおける変更前の薬剤料と変更後の薬剤料の差額等についての説明等を持す。  
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3）後発医薬品への変更割合（処方せん枚数ベース）  

図表17「後発医薬品への変更不可」欄に処方医の署名等がない処方せん（肝90・5‖）  

における、後発医薬品への変更状況  

（平成21年7月21日－27日1週間分の処方せんベース、372薬局分）  

2）1品目でも後発医薬品を調剤した処方せん割合   

国表16 すべての処方せんにおける、1品目でも後発医薬品を調剤した処方せんの割合  

（平成21年7月21日－27日1週間分の処方せんベース）  

0ヽ  20ヽ  lOヽ  801  80ヽ  tOOヽ  
枚数（枚）   割合   

r変更不可j欄に処方医の書名等がない処方せん  90，511   100．0％  

1品目でも先発医薬品を後発医薬品にま更した処方せん  4，9（i5   5．5％  

（うち）後発医薬品情報提供料を算定した処方せん  992   1．1％  

（うち）後発医薬雇分和剤加井を■乱た処方せん  6l   0．1％  

今回は、先発医薬品を後発医薬品に変更しなかったが、以前に一度、先発  
2，149   2．4％  

の銘柄処方に切り替えた処方せん  

1品目でも後先医薬品を他の後発医薬品に変更した処方せん  370   0．4％  

処方せんに紀戴されたすべての先発医薬品について後発医薬品が薬価収    10，107   
厳されていないために、後発医薬品に変更できなかった処方せん  11．2％  

後発医薬品のみが記載された処方せん（上記に駿当するものを除く。）  3，689   4．1％  

患者が希望しなかったために、すべて後発医薬品に変更できなかった処方  
9，658   

せん  10．7％  

以下の理由により、後発医薬品にま更できなかった先発医薬品が1品目でもある処方せん  

先発医薬品の含1規格に対応した後発医薬品がなかったため  14，015   15．5％  

採用されている後発医凛品に、先発医薬品の含1規定に対応した製  g，90l   
剤が薬価収載されていなかったため  9．8％  

先発医薬品の含1規格に対応した後発医廉晶を在ヰとして儀暮して  6，036   
いなかったため  6．7％  

先発医薬品の剤形（ただし、OD錠除く）に対応した後発医薬品がなかっ   4，03＄   
たため  4．5％  

採用されている後発医薬品に、先発医薬品の刑形に対応した製剤が  2，222   
薬価収載されていなかったため  2．5％  

先発医薬品の剤形に対応した後発医薬品を在庫として傭書していな  1，867   2．1％  

先発医薬品の刺形がOD錠であり、それに対応した後発医薬品がなかっ  706   
たため  0．8％  

採用している後発医薬品に、OD錠が薬価収載されていなかったため   254   0．3％  

OD錠の後発医薬品を在庫として♯毒していなかったため   411   0．5％   

処方せん全体  
（n＝132．045）  
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図表18 すべての処方せんにおける、「後発医薬品への変更不可」欄の処方医の  

署名等の有無（平成21年7月21日－27日1週間の処方せんペース）  

01  20ヽ  40ヽ  801  801  100t  

4）ー後発医薬品への変更不可」欄に処方医の署名等がある処方せんのうち、後発医薬品を銘   

柄指定している処方せん割合  

図表20 「後発医薬品への変更不可」‡尉こ処方医の署名等がある処方せん（n＝41．534）  

のうち、後発医薬品を銘柄指定している処方せん割合  

（平成21年7月218～27日1週間の処方せんベース）  

0～  20ヽ  401  60～  80ヽ  100t  

処方せん全体  
（∩＝130．0ヰ5）  

r・一－ ・一ノ・一‘  

処方せん全体  
（∩＝ヰ1ぷ14）  図表19 「後発医薬品への変更不可」‡剛こ処方医の署名等がない処方せん  

（n＝90，511）における、後発医薬品への変更状況  

（平成21年7月21日－27日1週間の処方せんベース）  

0ヽ  之○ヽ  10ヽ  60ヽ  8仇  100ヽ  

■後発医兼晶の銘柄指定あリロ後発医薬品の銘柄指定なし  

5）後発医薬品への変更割合（薬局数ベース）  

図表211週間の取り扱い処方せんのうち、「後発医薬品への変更不可」欄に処方医の書名  

等がない処方せんを取り扱った薬局数の割合（薬局ベtス）  

Ot  20t  ヰ0～  601  80t  柑Ot  

処方せん全体  
（∩＝90．51り  

■l品目でも先発医薬品を後発医薬品に変更した処方せん   

田以前に後発医薬品にま更し処方医が後発眉薬品の銘柄処方に切り替えた処方せん   

田後発医薬品に変更しなかった処方せん   

口後先医薬品のみが記載された処方せん   

日処方せんに記鼓されたすべての銘柄について、後発医薬品が藁瘡収♯   
されていないために、後発医薬品にま更しなかった処方せん  

臼患者が希望しなかったために、すべて後発医薬品に変更しなかった処方せん  
■後発医薬品への変更不可欄の書名等のない処方せんの取り扱いが1枚以上ある薬局  

日取り扱いがない薬局  
口幾回筈  

図表22 「後発医薬品への変更不可」偶に処方医の署名等がない処方せんを取り扱った薬  

局（506薬局）のうち、実際に1品目でも先発医薬品を後発医薬品に変更した薬局数の割合  

（薬局ベース）  

O1  2ロヽ  40ヽ  60ヽ  801  100t   

■それらの処方せんを1枚以上、実際に1品目でも先発医薬品から後発医薬品に変更した薬局  

口後発医薬品へ変モしなかった薬局  
D無回答  
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図表23 「後発医薬品への変更不可」櫛に処方医の署名等がない処方せんを取り扱った  

薬局（506薬局）における、後発医薬品への変更可の処方せんに占める、  

後発医薬品への変更割合別の度数分布（薬局ベース）  

③後発医凄品への対応状況（平成21年4月以降）  

り 後発医薬品の説明・調剤に関する考え方  

図表26 後発医薬品の説明・鵠剤に関する考え方  

0ヽ  20ヽ  10ヽ  80ヽ  80ヽ  100ヽ   

変更なし  

5ヽ未満  

51以上用ヽ未満   

1肌以上2仇兼≠   

～鍋以上30ヽ未満   

30ヽ以上40ヽ未満   

401以上5飢未満   

5肌以上6鍋末弟   

ぢOl以上7仇未満   

70ヽ以上80ヽ未満   

8肌以上鋸軋末弟   

9肌以上100ヽ未満  

全体  
（∩二引沌）  

日豪凱こわては取り欄んでいる □あまり織穫的には取しノ縮んでいない  
ロ｛回答  

■積極的に取り組んでいる  

Bその他  

図表27 あまり積極的に取り組んでいない理由（∩＝188）  

○ヽ    iOヽ   10ヽ    601   80ヽ   100ヽ  

▼「¶ 丁＋「  
緩尭医薬品の品賞に疑問があるため  

緩発医薬品の効果に疑問があるため  

後発医薬品の副作用に不安があるため  

後発医薬品の安定供給体制が不■であるため  

後発医薬品の情報提供が不儀であるため   

織集医薬品に関する患者へのt及啓発が不足なため   

近拝の医■書関が後発医薬品の使用に消極的なため  

後発医薬品の娩明に時㈲がかかるため  

徽発匿＃晶の■割による豪州料＃に不安があるため  

雛集應虞撼の■事■に伴う不良在韓の拡大など、  
在庫t理の負担が大きいため  

甘椚壬での薫の取り≠えの前に▲寛医薬品を  
挽明する集秩手■となっていないため  

その他  

書回答   

※5（鳩薬んiの中には、後発医薬品への変更割合が不明の10薬局が含まれている。  

6）1週間に調剤したすべての医薬品に占める後発医薬品の割合  

図表241週間に調剤したすべての医薬品に占める後発医薬品（数量ベース）の割合  

（平成21年7月21日－27日1週間、薬局ベース）  

0ヽ  ？0ヽ  ●0ヽ  60ヽ  80ヽ  100ヽ  

■1情夫濱  口10ヽ以上20ヽ兼濃臼20ヽ以上3仇未満ロ  

g4肌以上50ヽ未満□50ヽ以上丁【粗末濃鑑‖椚以上  ロt回答  

図表251週間に調剤したすべての医薬品に占める後発医薬品（数量ベース）の割合  

（平成21年7月21日～27日1週間、薬局ベース、∩＝ヰ34）  

■あ手り積極的に取り舶んでいない理由（楕数回答）ロー大の理由（十数回善）  

平均値  標準偏差  中央値   

すべての医薬品に占める後発医薬品の割合（％）   24．4   16．0   20．1   
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4）後発医廃品への変更が可能な処方せんを持参した患者に後発医薬品についての説明をし   

なかった理由  

図表30 後発医薬品への変更が可能な処方せんを持参した患者に後発医薬品についての  

説明をしなかった理由（『566）  

0ヽ    201   ▲0ヽ   601   80ヽ  100ヽ  

2）後発医漂品の品質保証方法の理解度  

図表28 後発医薬品の品質保証方法の理解度  

O1  2肪  40～  6仇  lO■  10肪  

持っている患者が多く、説明する時間的  
余裕がなかったから  

患者が急いでおり、説明不幸  
と言われたから  

患者が後先医薬品について十分  
理解していたから  

講剤圭での藁の取り揃えの前に後発医薬品について  
説明する業務手■になっていないから  

システム上、薬剤料の差鏑がすぐに計算できないので、   
患者の井間にその場で答えることができないから  

後発医薬品の繍手品目数が  
少ないから  

説明しなければならないという泣撫が  
不足していたから  

その他  

■十分に理解している日ある程度理解している臼あまり理♯していないロ全く理♯していないロー回書  

3）後発医薬品への変更が可能な処方せんを持参した患者のうち、後発医薬品についての説   

明を行った患者の割合  

図表29 後発医薬品への変更が可能な処方せんを持参した患者のうち、後発医薬品に  

ついての説明を行った患者の割合く薬局ベース）  

0％  20ヽ  40ヽ  80■  さ0ヽ  100ヽ  

l専  

■後発医兼晶の説明をしなかった理由（複数回答〉日後先医薬品の説明をしなかった1大の理由（単数回答）  ■10％未満  匂10％以上－30，も未■句30％以上－50†l未満ロ50，も以上一TO％未濃  

包丁0％以上－90％未満凸9Q％以上  ロー回答  
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図表31後発医薬品への変更が可能な処方せんを持参した患者に対し、後発医薬品に  

ついての説明をしなかった理由として「待っている患者が多く、  

説明する時間的余裕がなかったから」を選んだ薬局と選ばなかった薬局  

（薬剤師（常勤換算）1人当たりの受付処方せん枚数（1か月間合計）別）  

0ヽ  ヱ0＼  10ヽ  60ヽ  伽）ヽ  100ヽ  

5）後発医薬品への変更が可能な処方せんを持参した患者のうち、後発医薬品について簡潔   

な説明だけを行った患者の割合  

図表33 後発医薬品への変更が可能な処方せんを持参した患者のうち、  

後発医薬品に？聯ベース）  

0ヽ  20ヽ  10ヽ  60ヽ  80ヽ  】00ヽ   

全体（∩＝528）  

～300牧夫葉（忙99）  

3（氾～500枚未満（∩二130）  

500－7（追放未満（∩＝160）  

7（氾～900歓末葉（作82）  

900枚以上（∩＝57）  

全体  
h＝566）  

垂：；…：き㌻。。こ二王害こ：：三三              810％以上 8－0％以上 ～…も未満匂30％以上－50％末弟ロ50％以上一TO，もi函  

※「簡潔な説明」とは後発医薬品と先発医薬品とが同等であることの説明はしたが、変更前後の薬剤料の   
差額などは説明していない場合や、以前に丁寧に説明し、今回は後発医薬品への変更希望だけを確認し   
た場合などを指す。後発医薬品に関する説明を記載した文書を患者に手渡し、希望の有無等を確認した   
場合も含む。  

■持っている善書が多く、説明する時間的余裕力tないロそれ以外の理由占■回答  6）後発医薬品への変更が可能な処方せんを持参した患者のうち、後発医薬品への変更をす   

すめた患者の割合  

図表34 後発医薬品への変更が可能な処方せんを持参した患者のうち、  

後発医薬品への変更をすすめた患者の割合（薬局数ベース）  

0ヽ  20ヽ  10ヽ  60ヽ  80ヽ  tOOヽ   

図表32 後発医薬品への変更が可能な処方せんを持参した患者に対し、後発医薬品に  

ついての説明をしなかった長大の理由として「待っている患者が多く、  

説明する時間的余裕がなかったから」を選んだ桑島と選ばなかった薬局  

（薬剤師（常勤換算）1人当たりの受付処方せん枚数（1か月間合計）別）  

0ヽ  20ヽ  10ヽ  60ヽ  8Dヽ  100ヽ  全体  
（n＝586）  

全体（∩＝528）  

～300検束濃（∩＝99）  

3（カー500枚東■（n＝130）  

500－700枚未満（忙160）  

7∝l～980枚未満（∩＝82）  

900枚以上（ポ57）  

巳10％以上～30％東鶉B30％以上－SO％未満取  

■10％未満      g7（）％以上～90†も兼濃890％以上  Ok回答  ∃g7（〉つ  

■待ってこ元患盲長く妄i：良明海面約束前転丁、南画1  
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